
№
契約
年月日

契約
方法

契約業者名
および所在地

事業の名称
及び場所

種
別

契約期間
予定価格
(円)

契約金額
(円)

根拠条項
随意契約
とした理由

備考

㈱ＢＩＯＩＳＭ
廃棄物収集車両運行管
理システム賃貸借契約

自　R6.4.1

大分県大分市新町141番地 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

さんぶ清掃協同組合 令和5年度山武・芝山・横芝地域一般廃
棄物収集運搬業務委託 自　R6.4.1

山武市蓮沼ロ-2774 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

（株）五十嵐商会
令和5年度光地域一般廃棄物収
集運搬業務委託 自　R6.4.1

横芝光町木戸9242-3 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

㈱全日警 施設警備業務 自　R6.4.1

東京都中央区日本橋浜町1-1-12 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

㈱ディー・エス・ケイ 財務会計システム 自　R6.4.1

柏市若柴字入谷津1-195 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

JFE環境サービス㈱
ごみ処理施設運転管理
業務 自　R6.4.1

神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

横河ソリューションサービス㈱
千葉中央営業所

ごみ焼却施設中央制御
盤保守業務 自　R6.4.1

千葉市中央区新田町5-2 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

田中電気管理事務所
自家用電気工作物保安
管理業務 自　R6.4.1

白井市大山口1-1-5 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

㈱中島自動車電装
スプレー缶処理装置保
守整備業務 自　R6.4.10

群馬県伊勢崎市連取町3290番地5 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

八紘測量開発株式会社
山武郡市環境衛生組合新ごみ処
理施設測量等業務 自　R6.4.10

千葉県東金市東新宿19-4 山武市松尾町金尾1136番地先 至　R6.6.30

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

全システムを入替えると高額な費用
が必要となるため現在の機器設置業
者と契約をした。

令和６年度　契約内容の公表（随意契約）

1 R6.3.14
随意
契約

委
託

3,828,000
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

当該システムのソフトウェアおよび運用環
境等への保守対応は、当該システムの導
入・構築業者でしか対応できないため

3,960,000

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

業務を安定的、継続的に遂行できる人員や車両を有
し、緊急時には即時に対応することが求められるの
で、当組合の収集区域内で、業務に必要な車両及び
人員を保有する業者に限定されるため

3 R6.4.1
随意
契約

委
託

31,284,00031,284,000

物
品

1,948,3201,948,320

4 R6.4.1
随意
契約

委
託

620,400620,400

施設の運転には機器の深い知識とノ
ウハウが必要であるため、設計製造
メーカーの系列企業と契約した。

2 R6.4.1
随意
契約

委
託

85,462,850
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

業務を安定的、継続的に遂行できる人員や車両を有
し、緊急時には即時に対応することが求められるの
で、当組合の収集区域内で、業務に必要な車両及び
人員を保有する業者に限定されるため

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

6 R6.4.1
随意
契約

委
託

239,250,000248,270,000

85,456,800

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

令和元年度に導入した財務会計シス
テム専用ソフトの使用料であるため。

5 R6.4.1
随意
契約

3,982,220
プラント全体に深く関わる機器であり、シ
ステムの変更は不可能なため、現在の機
器設置業者と契約をした。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

R6.4.9
随意
契約

委
託

7 R6.4.1
随意
契約

委
託

3,850,000

9 R6.4.9
随意
契約

委
託

618,860

8 R6.4.1
随意
契約

委
託

924,000

2,420,00010

スプレー缶処理装置は、製造メーカー独自の
技術により開発された特許製品であるため、
保守整備を行えるのは製造メーカーしかない
ため

924,000

618,860

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

近年、電気設備の被災による施設停止の恐れ
が高まっているため、点検だけでなく、突発的
な事象に対して迅速な対応が可能な者に委
託する必要があるため

前回実施した測量業務の追加業務であ
り、前回落札業者と契約した方が納期も
早く、価格も廉価であるため。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第2号

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

2,420,000
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株式会社Ｇ-Ｐｌａｃｅ東京支社
粗大ごみ・持込みごみ受付
管理システム導入業務 自　R6.4.19

東京都中央区日本橋浜町3-26
浜町京都ビル3F

山武郡市環境衛生組合 至　R6.8.30

一般財団法人
日本環境衛生センター

一般廃棄物（ごみ）処理
基本計画策定業務

自　R6.6.11

神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

一般財団法人
日本環境衛生センター

新最終処分場建設計画
に係る支援業務 自　R6.6.13

神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 山武郡市環境衛生組合 至　R7.3.31

株式会社東さく技工
令和６年度深井戸用水
中ポンプ交換工事 自　R6.11.20

東京都千代田区内神田二丁目16番11号 千葉県山武市松尾町金尾1149-1 至　R7.3.21

印旛郡市文化財センター
ごみ処理施設建設に伴
う埋蔵文化財調査 自　R7.1.7

千葉県佐倉市春路１丁目１番地４ 山武市松尾町金尾1127-1 至　R7.3.31

株式会社東和テクノロジー　東京支店
新ごみ処理施設整備に係る事業
者選定等支援業務 自　R6.12.26

東京都中央区日本橋一丁目2番10号 山武郡市環境衛生組合 至　R8.3.27

随意
契約

委
託

6,160,000 6,160,000
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

委
託

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

埋蔵文化財の調査は特殊な技術、手法を用
いる必要があり、経験、知識を特に必要とし、
作業現場の状況等に精通したものと契約する
必要があるため。

27,104,00027,170,000

20

19

16 R6.12.25
随意
契約

委
託

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

本業務を実施するにあたり豊富な経験及
び高度な専門知識が要求されることか
ら、公募型プロポーザルにより、最適な受
託候補者を特定したため。

17

18

15 R6.12.23
随意
契約

13 R6.6.12

14 R6.11.20
随意
契約

工
事

2,752,200 2,365,000
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

本件交換ポンプは、日々発生する処理水を希
釈するための重要な機器であり、交換作業に
は短期間かつ正確な作業が求められ、当組合
の井戸の構造を熟知したものに限定されるた
め。

概略規模、処分場形式、用地選定の方法、事
業手法の選定、整備スケジュールなど基本的
な事項について事前に決める必要があるた
め。

12 R6.6.10
随意
契約

委
託

6,050,000

11 R6.4.18
随意
契約

委
託

1,815,000 1,793,000

今回導入するシステムは、当組合が利用しているごみ
分別アプリを提供している業者のものであり、同業者
が開発したシステム同士を連携することで効率的かつ
運用後のトラブル等のリスク回避が見込まれる。

15,438,076 15,437,400

6,050,000
地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号

組合の生活環境を良好な状態で維持・向上さ
せ将来にわたり持続するため、本業務を実施
する事業者には豊富な経験及び高度な専門
知識が要求されるため。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号


